
旭川医科大学における財務及び会計の事務に関する職務権限細則 

（令和6年12月27日学長裁定） 

（目的） 

第1条 この細則は，国立大学法人旭川医科大学会計規程（平成16年旭医大達第152号。以

下「会計規程」という。）の規定に基づき，財務会計事務についての職務権限の委任に

関して，財務及び会計に関する職務権限及びその責任に関し必要な事項を定め，もって

業務の効率的な運営を図ることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この細則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 職位 組織における業務遂行上の地位をいう。 

 (2) 職務 それぞれの職位に与えられた業務をいう。 

 (3) 権限 職務を遂行する上で必要な機能が及ぶ範囲をいう。 

 (4) 起案 立案，提案等をすることをいう。 

 (5) 承認 上位の職位にある者が下位の職位にある者の起案に同意することをいう。 

 (6) 決裁 権限の行使を決定することをいう。 

 （職務権限の委任） 

第3条 財務及び会計に関する職務権限の委任については，別表1のとおりとする。 

 （職務権限及び責任） 

第4条 前条の規定により職務権限を委任された者（以下「受任者」という。）は，自らの

職務権限の行使又は不行使の結果について責任を負わなければならないことを十分に認

識し，確実にその職務を遂行しなければならない。 

 （監督） 

第5条 受任者の上位の職位にある者は，受任者の行う職務権限の行使又は不行使について，

監督する義務を負うものとする。 

 （受任者の事故等による職務権限の委任） 

第6条 学長は，事故その他の理由により受任者がその権限を行使し得ない場合は，受任者

の上位の職位にある者にその職務を委任することができる。ただし，業務上必要と認め

るときは，別に指名した職員に職務を委任することができる。 

 （報告） 

第7条 受任者は，自らの職務権限の行使または不行使について，必要に応じて上位の職位

にある者に報告しなければならない。 

2 受任者は，重要な職務又は学長若しくは上位の職位にある者から特に指示された職務に

ついて，随時その進捗状況を学長又は上位の職位にある者に報告しなければならない。 

（改廃） 

第8条 この細則の改廃は，学長が行う。 

附 則 

1 この細則は，令和7年1月1日から施行する。 

2 旭川医科大学財務会計事務の委任に関する細則（令和元年8月30日学長裁定）は，廃止

する。 

 

別表1（第3条関係） 

 

【制定理由】 

  財務会計事務についての職務権限の委任に関して，財務及び会計に関する職務権限及

びその責任に関し必要な事項を定め，もって業務の効率的な運営を図ることを目的とす

る。 



　記号区分：◎権限者(決裁する者)　○承認する者　☆起案する者 別表1（第3条関係）
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◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

口座入金確認　※2 ◎ ◎ ◎ ◎

現金収納　※2 ◎ ◎ ◎ ◎

小切手の受領 ◎ ◎

領収書の払出・管理　※2 ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆

※3 ※4

経理
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債権放棄の決定

小口現金出納帳

小切手帳

固定資産台帳

予算

予算の作成及び補正

予算の配分

予算の流用（予算区分の変更を伴わないもの）

予算の流用（予算区分の変更を伴うもの）

予算執行の管理　※1

予算差引簿の記録

有価証券台帳

債権管理簿

決算手続き

合計残高試算表の作成
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(簿記上の取引
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仕訳(振替伝票の作
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債権取引(収入伝票の作成)

債務取引(支出伝票の作成)

入金取引

出金取引

資金移動(口座間振替)
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※6 ※7

◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

知的財産の管理 ◎ ○ ○ ○ ☆

図書の管理 ◎ ○ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

※6 ※7

◎ ◎ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

※6 ※7

契約見込額が300万円以上500万円未満の契約 ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

契約見込額が300万円未満で契約書を作成する契約 ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

契約見込額が300万円未満で契約書を省略する契約　※8 ◎ ☆ ◎ ☆ ◎ ☆ ◎ ☆

経理

つり銭の管理　※2

伝票等の保管

振替伝票

収入伝票

施設整備等に係る長期借入金　※5

工事請負，物
品購入(図書
を含む。) ，
役務提供及び
製造請負

契約見込額が1,000万円以上の契約または政府調達に係る協定
の適用を受ける契約

契約見込額が500万円以上1,000万円未満の契約

知的財産権の管理(取得，管理，処分等)

図書の管理(取得，管理，処分等)

競争参加資格の認定等

支出契約

重要財産の取得又は処分

物品の管理

少額備品の管理(取得，管理，処分等)

契約

固定資産の管理(取得，管理，処分等)

小口現金責任者の設置に関すること

資金管理

金融機関との取引の開始又は終止

金融機関における口座開設及び廃止

収納金の口座預入　※2

預金の払出

口座振替(資金移動。小口現金払出を除く。)

支出伝票

領収証書　※2

資金管理

預金通帳の保管　※2

銀行届出印の保管（A），押印（B）

現金の保管　※2

有価証券の保管

資金

余裕金の運用

短期借入，長期借入（上記を除く），国立大学法人債券の発行及び出資

固定資産管理

不動産等の管理

不動産（知的財産権に係るものを除く。）の管理(取得，管理，処分等)

支払

請求書の受理

支払手続き(口座振込，小切手の振出，現金払出)

病院収入に属する支払手続き(小口現金払出)
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◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ☆

※9 ※10

◎ ○ ○ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ○ ○ ☆

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

※6 ※7

◎ ◎ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

※6 ※7

契約見込額が300万円以上500万円未満の契約 ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

契約見込額が300万円未満で契約書を作成する契約 ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆

契約見込額が300万円未満で契約書を省略する契約 ◎ ☆ ◎ ☆ ◎ ☆ ◎ ☆

不動産(土地及び建物の短期貸付を除く。) ◎ ○ ○ ○ ○ ☆

土地及び建物の短期貸付 ◎ ○ ○ ○ ☆

◎ ◎ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

※3 ※7

取得価格が50万円未満の物品 ◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆
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◎ ◎ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆
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◎ ◎ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆
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◎ ○ ○ ☆ ◎ ○ ○ ☆
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◎ ◎ ◎ ◎

◎
(B)

◎
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※11 ※12

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※11 ※12

貸付契約

取得価格が50万円以上の物品

治験に関する契約

診療に関する契約

契約見込額が500万円以上1,000万円未満の契約
売払契約（不
動産，物品
（図書を含
む。））収入契約

契約書の保管

仕様要件の適合判定に係る技術調査

評価額が50万円未満の寄附受(現金，現金等価物及び不動産を除く。)

知的財産権に関する契約

その他の契約

無償借入(不動産)

寄附受(不動産)

取得価格が50万円以上の無償貸付，無償借入(物品)

取得価格が50万円未満の無償譲渡(現金，現金等価物及び不動産を除く。)

取得価格が50万円以上の無償譲渡(現金，現金等価物及び不動産を除く。)

無償貸付(図書)

評価額が50万円以上の寄附受(現金，現金等価物及び不動産を除く。)

入札の執行

学長契約印の保管（A）及び代行押印（B）

無償貸付(不動産)

取得価格が50万円未満の無償貸付，無償借入(物品)

工事，製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するための監督

給付の完了を確認するための検査　※13

契約

契約見込額が1,000万円以上の契約

共同研究，受託研究（治験を除く）及び受託事業に関する契約



経営企画課 医療支援課 医事課
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総務課 人事課 研究支援課 会計課

区分 業務種別

役員

病

院

長 課

長

所
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課

長

◎

◎

◎

◎

※1　 旭川医科大学経理細則第8条に規定する所掌の予算単位による。
※2　 医事課は病院における診療，臨床検査，病理解剖及びファミリーハウス使用料金に係る債権に限る。
※3　 会計課の起案に限る。
※4　 医事課の起案に限る。
※5　 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び民間金融機関からの借入金に限る。
※6 　経営企画課以外の起案を対象とする。
※7　 経営企画課の起案に限る。
※8　 会計課調達係及び経営企画課病院契約係に係る50万円未満の教育研究の契約に関する事務のうち，教員等による業者の選定及び発注に関するものを除く。
※9 　経営企画課及び医事課以外の起案を対象とする。
※10　経営企画課及び医事課の起案に限る。
※11　契約金額250万円以上の場合。
※12　契約金額250万円未満の場合。
※13　検査職員を発令した場合は，発令された当該者が行う。

給付の完了を確認するための検査(臨床検査・輸血部所掌の血液の供給契約及び血液検査の請負契約)

給付の完了を確認するための検査(臨床検査・輸血部所掌の臨床検査の請負契約)

給付の完了を確認するための検査(薬剤部所掌の医療用医薬品の供給契約)

給付の完了を確認するための検査(放射線部所掌の医療用放射性同位元素の供給契約)

契約


